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福岡県の社会保障

やっぱり廃止しかない、後期高齢者医療制度

保険料天引きのたびに、ひろがる怒り

２００９年１月１５日 （第９号）

福岡県社会保障推進協議会

福岡市博多区博多駅前１－１９－３

092-483-0431 092-483-0435電話 ﾌｧｸｽ

「年寄りが長生きをして病院に行くから医

療費がふえてこまる」とばかり、高齢者の年

金から保険料を天引きし、保険料を払えない

（「 」高齢者からは保険証をとりあげ 資格証明書

を発行）て、病院では全額本人負担とするな

ど、年寄りは病院に行くな、お金がなければ

早く死ねというのが『後期高齢者医療制度』

です。その証拠に、この制度に合わせて行政

「 」 「 」が作る 計画 の名前は 医療費適正化計画

です。

“こんな制度は、とにかく廃止するしかな

い”という怒りの声は「年金天引き」のたび

に広がりつつあります。

5 12 15回目の『年金天引き日』となった 月
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日も、県下各地の社保協や年金者組合、医療

団体などのよびかけで、さまざまな抗議行動

・市民宣伝が取り組まれました。

（ 月 日に取り組まれた12 15

集会・デモ・街頭宣伝など）

福岡市：市民集会 天神中央公園 デモ行進 市（ ）、 （

役所前～アクロス～天神 、宣伝行動（天神イム）

ズ前）

北九州市：ハンドマイク宣伝・署名など（若松

／区内の銀行・郵便局前２ヵ所、八幡／ひびき

信金前、門司／門司港福銀前、戸畑／駅前、小

倉駅南口）

久留米市：宣伝行動（西鉄久留米駅前）

田川市：宣伝行動（田川市役所前）

京築：宣伝・バザー・健康チェック（行橋市場

ハミング通り）

（ ）大牟田市：宣伝カー運行 郵便局前～市内一円

・宣伝（大牟田郵便局前、三池郵便局前 ・昼休）

み集会（大牟田市役所前）

後期高齢者医療で「無保険高齢者」が多数発生する恐れ

～普通徴収対象者の「滞納状況」調査で明らかに

福岡県保険医協会

「 」08 4年 月に始まった 後期高齢者医療制度

は発足当初から高齢者だけでなく、多くの国

民から憤激の声が上がっています。高齢者か

らは「家族と切り離すのか 「少ない年金か」、

ら保険料を天引きするなんてひどい 「高齢」、

者を差別する姥捨て山医療だ」などの怒りの

声が上がっています。

このような世論におされ、政府も保険料の

軽減措置など見直しをせざるを得ない状況に

なっています。しかし抜本的な改善策は提示

されないままの状態です。

後期高齢者医療制度の保険料徴収は、介護

保険料と同様、年金からの天引きを原則にし

ていますが、年金受給額が年額 万円未満の18

人や、介護保険料の天引き額と後期高齢者医

療保険料の合計額が年金受給額の 割を超え5

る人については年金天引きではなく、納付書

「 」 。や口座振替による 普通徴収 としています

その「普通徴収」が 年 月から始まりま08 7

した。

福岡県保険医協会では、県内の 市町村に66

対して、 ～ 月における普通徴収該当者数7 9

と、その滞納者数を調査しました。

その結果、それぞれの対象者数を回答して

きたのは、 市町村（回答率 ％ 、シス49 74.2 ）

テム未整備等で「回答できない」としたとこ

ろが 市町村でした。17

該当者数と滞納者数を回答してきた 市町49

村の結果によると、 月の時点で普通徴収該9

当者は 万 人、そのうち滞納者は 万11 2868 1

6372 1 6 14.5%人と 万 千人を超え、滞納率が
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年 月分08 9

に上ることが明らかになりました。

滞納率については、福岡市など ％にも上21

る市町村がある半面、星野村など 未満の1%

市町村もあるなど、自治体によって大きな差

がみられます。

老人保健制度の下では、たとえ何らかの事

情で滞納していても正規の保険証で受診でき

ていました。しかし、後期高齢者医療制度で

は、保険料を一年以上滞納した場合に「資格

証明書(資格証)」を発行する規定になってお

り 『資格証』が発行された場合、医療機関の、

窓口で 割負担をしなければなりません。10

そもそも経済的な理由から保険料を払えな

い人が、医療機関で 割の負担できるはずは10

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


- 4 -

ありません。過大な窓口負担で受診を控える

傾向がある中、 割負担させることは、さら10

なる受診抑制を助長することは間違いありま

せん。

従来の老人保健法の第一条には 「この法律、

は、国民の老後における健康の保持と適切な

医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、

機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、も

つて国民保健の向上及び老人福祉の増進を図

ることを目的とする」とあります。

高齢者は体力・抵抗力が低く、高齢に伴う

何らかの疾病を複数持っていることが特徴で

す。医療を受けられないと即、命にかかわる

危険があります。

高齢者を医療から遠ざける「後期高齢者医

療制度」は早急に廃止し、まずは参議院で可

決された「後期高齢者医療制度廃止法案」を

衆議院で可決し、老人保健法に戻さなければ

ならないと考えます。

（ 年 月 日、記者発表から）08 12 12

はじまった「障害者自立支援法」訴訟

～応益負担を撤廃して障害のある当事者の地域生活に安心と安定を～

赤松英知

障害者自立支援法（以下、自立支援法）施

行から、 年半が経過した昨年 月 日、2 10 31

全国で 名の障害のある当事者とその家族29

が、８つの地方裁判所に応益負担制度の違憲

性を訴えて、一斉提訴を行いました。これは

「障害者自立支援法の応益負担は許せない」

という、止むにやまれぬ思いの現れであり、

社会保障制度が軒並み後退させられる中、大

きな共感を呼びつつあります。

福岡では田川市にある第２つくしの里の利

用者である平島龍磨さんがこの訴訟への参加

を決意し、国と住所地である福智町を相手と

して福岡地裁に提訴しました。平島さんは、

その胸の内を「自立支援法は障害者いじめ。

裁判を通じて、一緒に働く仲間のためにも現

状を変えたい」と語っており、自分のため、

そして仲間のためにこの訴訟にかける思いは

並々ならぬものがあります。

平島さんは 歳までは普通の暮らしを送っ35

ていましたが、ある日突然、難病にかかり身

5体障害をもつようになりました。それから

年、一般就労を断念して車の免許も失効する

など生活は一変しました。それでも「いつか

2はまた会社で働きたい」という思いで、約

年前から第２つくしの里で働くようになりま

した。最も怒りを感じるのは 「以前は会社で、

働いて給料は受け取っても利用料などなかっ

た。それなのに、障害をもった今、施設で働

いたら利用料を払わないといけないのは何故

なんだろう」ということです。

平島さんが訴えている内容は大まかに言っ

て以下の４点です。
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①福智町は平島さんに対して施設を利用する

際に利用料を支払うことを決めたが、この支

給決定を取り消すこと。

②国と福智町は平島さんが必要な支援を受け

た場合に、それにかかった費用の全額を支給

すること。

③平島さんには、必要な支援にかかった費用

の全額を国と福智町から支給される法律上の

資格があることを確認すること。

④国と福智町はこれまでの誤りを認める証と

して、最低限の慰謝料を支払うこと。

応益負担は「障害をもったのはあなただか

ら自分の責任で支援を確保しなさい」という

ように障害を自己責任にしてしまいました。

今、何とかしなければ、今後作られる障害者

施策はすべてこの弱肉強食の障害自己責任論

。 、がベースになってしまいます そういう点で

この訴訟は歴史的な意義をもっており、障害

者福祉にとどまらず社会保障全体に与える影

響も小さくありません。

（あかまつひでとも／田川市 第 つくしの2

里）

第１回口頭弁論（福岡地裁）は、１月３０日午後１時１０分から。

同日午後３時から、報告集会（福岡市中央市民センター 。）

多くの皆様のご参加をお願いします

改善へ向けて、大きく前進した国保「子どもの無保険」問題

～～ さらに追及が必要なところも ～～

飯田 富士雄

年 月に全国紙で報道されて反響を呼ん08 8

だ国民健康保険料滞納による「子どもの無保

険」問題は、民商や各地の社保協、医療関連

団体などの要請・市民宣伝などをうけて自治

体の独自施策や、政府要請など、全国民的な

運動に広がりました。そして年末をひかえた

月 日、国民健康保険法の一部改正（参12 19

院可決）にまでこぎ着けました。住民が身近

な課題で共同をひろげ、国政を動かしたとい

。う点で特筆すべきとり組みだったと思います

、このこと自体はとても意義深いことですが

これで一件落着と言うわけにも行かないよう

に思われます。

たとえば 福岡市は 月 日の会見で 子、 「11 25

どもの健全育成の観点から、子どもを資格証

明書交付の適用除外とし、被保険者証を交付

する」と表明して、無保険状態の子どもを、

その世帯と切り離す形で短期保険証を発行し

12 13て無保険問題の解消を図りましたが、 月

日の新聞報道によれば、厚生労働省はこれを

「違法」としています。理由は国保は世帯単

位が原則なので、子どもだけを切り離すこと

はできないということのようですが、世帯単

位の原則と滞納保険料の回収にこだわって子

どもの無保険状態を放置することにならない

か心配です。単に市長が「善処します、改善

します」と約束したからよかったということ

に留まるのでなく、本当によくなったのか、
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具体例を抑えながら最後まで詰めてゆく必要

があるように思われます。

北九州市の状況はもっと深刻・・・という

よりも、ほとんど改善されていない可能性が

あります。

北九州市は以前から、資格証明書交付は滞

納者との接触の機会をつくるためであり 「資、

格書」を送付された滞納者が役所の窓口に相

談に来れば（分納などを含めて）いろいろと

相談に乗っている。資格書発行を厚労省の指

導する「一年滞納」より短く、半年分滞納で

そして、問題の無保険の子どもがいる世帯

への通知書は『国民健康保険料に関する納付

相談について （下図）となっており、子ども』

の医療を保障するという今回の「見直し」の

趣旨はどこにも書かれていません。これまで

北九州市では、滞納のある市民が区役所に行

くと“まず保険料を納めるように”ときびし

く追及されてきました。そこへ、こういう文

書が区役所から送られてくれば“また保険料

の督促が来た”としか思わないでしょう。こ

の文書を見た厚労省の担当職員は「ひどい」

一律に送付していること

『 』についても きめ細かい

対応をとっているもので

、 。あって 何の問題もない

子どものいる世帯の滞納

対応についても同じ扱い

であり、子どもがいるか

らという理由で特別の対

応をとることはない、と

いうものでした。

月 日に北九州市11 14

長は記者の質問に答える

形で（子どもの無保険へ

の 「対処方針を検討し）

ていきたい」と表明しま

25したが、その後（同月

日 、担当課が説明資料）

として公表した資料では

（滞納世帯の 「来庁を）

」「 」促し 納付相談を行う

「保険料の納付が可能で

あれば納付誓約を行い・

・・」とあくまで保険料

納付を優先しており、子

どもの医療確保を重視す

る姿勢は見られません。

［北九州市の文書］
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（ ）。と言ったと報じられています 赤旗 08.12.19.

北九州市社保協では 月の市議会に先立っ12

て「子どもについてだけは、とにかく医療を

保障して欲しい・・・」という内容の申し入

れを市長宛に行ないました。しかし、その後

開かれた 月定例市議会の質疑の中でも、保12

健福祉局長は「国は、世帯に子どもがいるこ

とをもって、一律に資格証明書の交付対象外

とすることは適当でなく、児童福祉法に違反

するものではないという見解を示している・

・・世帯主の滞納保険料の納付または納付で

きない特別の事情の届出により、短期保険証

を交付することとした」と答弁する状況です

（北九州市「市議会だより」 。09.1.1）

このような北九州市の扱いは特別に「ひど

い」例ですが、子どものいる国保世帯で保険

料が払えない事情になった時に、どういうこ

とが起こっているのか、市町村の窓口ではど

ういう対応をしているのか、実態を把握して

改善を定着させるとり組みが今後も欠かせな

いところです。

（いいだふじお／北九社保協）

福岡県社会保障学校を開催

貧困を「搾取」の視点で捉え直す

2008 12 13年の福岡県社会保障学校は、 月

日、 人の参加で開催されました。115

はじめに、県立広島大学の都留民子教授が

「貧困・格差と社会保障」と題して講演。自

身のフランス

での研究生活の体験なども交えながら日本の

社会保障制度の問題点を解明。①貧困の要因

は雇用のあり方（搾取）であり、雇用を保護

するための主要な策の一環として社会保障制

度（失業保障）を位置づけること、②「より

少なく働き、よりゆたかな生活を」という意

識を国民が共有することが重要だ、と強調し

ました。

続いて、①北九州市社保協の山下さん（子

どもの無保険について 、②障害者の生活と権）

利を守る福岡県連絡協議会の佐藤さん（福岡

県の重度障害者医療費助成制度改悪に反対す

るとり組み 、③福岡県商工団体連合会の宮本）

さん（中小業者の営業と暮らしの実態 、④福）

岡県生活と健康を守る会連合会の梅崎さん 最（

後のセーフティネット・生活保護は、いま）

の４氏が活動報告を行いました。

最後に、県社保協の北園事務局長から後期

高齢者医療制度廃止のとり組み、非正規雇用

切り捨てによる雇用・生活危機の深刻化への

対応強化などのとり組みをよびかけました。
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生きいき長生き 祭り ふくおか

第５回高齢者のつどいに３００人

福岡県高齢期運動連絡会は 月 日、福岡11 19

市のふくふくプラザで「第５回福岡県高齢者の

つどい」を開きました。

午前は つの分科会、午後はコーラスではじ5

まり、主催者、来賓のあいさつに続いて、記念

講演「社会保障の財源をどこに求めるか （社会」

保障総合センター代表・三成一郎さん 、つどい）

アピールで閉会。どの分科会、記念講演も超満

員の盛況、一日楽しく 「来てよかった 「来年、 」

もまたきます」と好評でした。

◇「お話しで大変元気づけて頂きました 「笑い」

のお話しは、今後の余生を本当に大切に送られ

る贈り物になりました （第一分科会＝老いてま」

すます輝く）

◇「食糧のことはやっぱり政治が一番かかわっ

ていることが良くわかりました。農業を根本か

ら変えてもらわないといけない！ （第二分科会」

＝世界の食糧事情と日本の食）

◇「誰もさけられない、迫った問題をしっかり

解き明かして頂き感謝。これを参考にしっかり

生きたいと思う （第五分科会＝高齢期をいきい」

きと健やかに過ごす秘訣）

◇「大勢の参加者で、心強く感じました。歌声

もよかった 「消費税反対の運動に生かせます」」

「大企業の税金が少ないと聞いていたが、今日

の講演でよく分かった 「税金の使い方、憲法に」

もとづく財政学を大変分かりやすく解説して頂

き大変よかったです。冷たい自公政治を一刻も

早くやっつけようと思いました （全体会）」

、 。など うれしい感想がたくさん寄せられました

（一揆の会ニュース№ より）89

利用しやすい就学援助制度をめざして

市町村アンケートにとりくんで～

田川 澄子

民主商工会（民商）の婦人部では、新日本

婦人の会や生活と健康を守る会と一緒に、就

学援助制度の改善にとりくんできました。

以前は、田川民商婦人部で、名称が「準要

保護」だったため、夫が「生活保護に準ずる

程度に困窮しているとは何事か、俺の働きで

給食費が払えんのか」と、妻に申請を取り下

げるように怒るという例もあり、民商では自

治体交渉で就学援助と名称を変えさせる取り

組みもしてきました。しかし昨今、役員の高

齢化や学校申請が簡単になったこともあり、

全県的に下火になっていました。

福岡市では、長年の運動の結果、認定基準

をオーバーしていても、申請を受け付け「所

得が減った 「親へ仕送りをしている 「子ど」 」

もの病気でお金がかかる」など、一人ひとり

の実状を聞いて認定してきましたが、２年ほ

ど前から、基準をオーバーしていると受け付

けなくなりました。市の学事課は「希望者が

増えているから」といって頑として受け付け

ません。

また、北九州市は窓口に申請に行くと、学
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。 、校申請をかなりしつこくすすめます 原因は

学校申請は支給方法が学校経由なので、給食

費などを引いて保護者に支給するためだと思

われます。

これは、 年に義務教育国庫負担法が「改05

正」され、就学援助に対する国庫補助が廃止

になり、一般財源になったことに伴って、認

定基準を変更したり、対象者を絞る方向が打

。ち出されたことに連動していると思われます

年、文部科学省は市区町村教育委員会を06

対象とした調査結果を発表しました。それに

よれば、就学援助を受けている児童生徒が最

近 年間で大幅に増加しています。その要因10

は、①企業の倒産やリストラなど経済状況の

変化、②離婚など母子・父子家庭の増加によ

る、などと分析されています。

この状況の中で、今回は 年に続いてのア03

ンケート活動でした。各地の民商婦人部がそ

れぞれの自治体の教育委員会や役場にアンケ

ート用紙を持っていったり、郵送して要請し

てきました。田川郡福智町は当初「教育委員

長の意見により回答できません」と言ってき

たので、社保協の自治体キャラバンで抗議し

て提出させたりと結構楽しく活動をすすめま

した。その結果、福岡県下 市町村中 市66 65

町村から回答を得ました。

この課題は、教育委員会が窓口ですが、福

、 、祉の要素もあるので 各自治体毎に共闘して

憲法 条「義務教育は無償とする」を掲げて26

運動していく必要があると感じています。

〈結果の概要〉

：県平均が小学生で ％ですが、①受給率 17.1

もっとも高いのは田川市で ％、もっとも28.5

低いのが立花町で ％、中学生で県平均は2.8

％ですが、高いのが田川市 ％で、低17.9 28.6

いのはみやま市の ％で、 倍から 倍の4.9 10 5

差がありました。

22②申請：民生委員の承認や意見がいるのは

市町村ありますが、この地域は県平均より受

給率が低くなっています。 市町村の平均受22

給率は小学生で ％、中学生で ％です。8.7 9.7

特に、黒木町は制度のお知らせも「民生委員

」 、 、を通して であり 受給率も小学生で ％7.6

中学生で ％と低くなっています 「生活保6.7 。

護の 倍」と認定基準が高い築上町・吉富1.5

町・鞍手町も含まれており、認定基準が高く

ても申請者にプレッシャーになっていること

が想像されます。憲法第 条に則って簡素化26

されるべきです。

1.1③認定基準：「 （ ）、生活保護と同じ 大刀洗町

倍（糸田町・大任町・福智町）～ 倍（築1.5

上町・吉富町・宮若市・小竹町・鞍手町・飯

塚市 」まで幅がありました。）

市民税額が基準なのは、 市町村あり嘉麻5

市（ 円）～筑紫野市（ 円）まで71,800 54,200

。 、差があります その他に市町村民税の非課税

国保や国民年金の減免、児童扶養手当の受給

などが基準でした。

福岡市は市民税が ％になったことを受10

け、平成 年度 円から平成 年度は18 36,100 19

円にしましたが、前年度の計算では63,700

円相当でしかなく実質的な引き下げで33,900

した。根拠は生活保護の 倍は同じだが、1.25

生活保護が切り下げられているからだと譲り

ませんでした。

全額保護者へは 市町村、全額④支給方法： 27

学校へは 市町村、学校申請の場合は全額学18

校へは （北九州市・福岡市・行橋市 、給食3 ）

費は学校へその他を保護者口座へと分ける市

町村が （苅田町・芦屋町・鞍手町・田川市7

・糸田町・飯塚市・粕屋町 、全額保護者か学）

校かを選択するのが （中間市・水巻町・直7

方市・宮若市・添田町・柳川市・大牟田市 、）

不明が となっています。給食費の未払いが2
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増えたことから、福岡市も申請書に「給食費

の事務を学校長に①委任します②委任しませ

ん」という欄がもうけられたように、学校経

由の支給が増えています。

：学校から全児童生徒や新一年生⑤お知らせ

に知らせる市町村は ありますが、広報やホ41

ームページのみという市町村が あります。19

（たがわすみこ／福岡県商工団体連合会）

高齢者の怒りを反映して

前進した「秋の月間」

深まる高齢者の生活苦と～

年金者組合の取り組み～

深野 一郎

「秋の月間」で組合員 人増える137

昨年秋の年金者組合の「仲間増やし月間」

は 月から 月中旬までの取り組みでした。9 12

福岡県ではこの期間に 人の組合員を増や137

、 。し 埼玉県の 人に続く増勢となりました368

県内 支部中 支部が、事前に決めた目標22 13

を達成しています。新しい組合員が仲間を誘

って組合に入れてくれるというケースが増え

ているのが、最近の特徴のひとつです。執行

委員だけの「仲間増やし」からみんなで取り

組む「仲間増やし」に変わってきているとい

うことができます。

もちろん、その底流にはいまの政治にたい

する高齢者の怒りのひろがりと年金者組合に

たいする期待と関心の高まりがあるといえる

のではないでしょうか。博多どんたくで年金

者組合のパレードを見て「組合に入りたい」

と電話をかけてくるとか、街頭宣伝のときに

声をかけてくるとか、以前とはちがった強い

反応があります。

高齢者の怒りと不安はさらにひろがって

いる

「 」 、 、年金や医療・福祉の 改革 の中で 電気

ガス、水道の使用料が払えず供給停止となっ

て近くの公園のトイレを利用している年老い

た女性、ヘルパー派遣を停止されて不自由な

体で買い物に出ている男性など、高齢者の暮

らしの破壊が進行しています。

最近大きな問題として取り上げられている

のが、後期高齢者医療の保険料滞納です。納

入督促状がきてもどうしょうもないと、怒り

の声を聞くことが多くなりましたが、県保険

医協会の調査では県内 自治体で 人32 15,000

の未納者がいるとのことです。未納が一年を

超えると、保険証の取り上げとなります(旧老

人保健法では 歳以上には未納者にも保険証70

。 「 」 、を渡していた) 医療や介護などの 改革 は

高齢者の暮らしをほんとうに深刻な状況に追

い込んでいきます。

この春、年金引き上げ、最低保障年金確

立で大運動に取り組む

昨年９月、年金者組合の全国生活実態調査
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が実施されました。１年前にくらべ食費や日

用雑貨、光熱費などの値上がりで暮らしが切

迫してきている 交際費(冠婚葬祭 外食など)、 、

の負担が重荷になっている、など実態が浮か

び上がってきました 「毎日なにを削るかを考。

えている。社会生活上必要なものは赤字でも

支出せざるを得ない。後２年くらいで貯金は

ゼロになる」といった訴えもよせられていま

す。

昨年 月中旬に開かれた中央委員会で12

は、新年早々から、物価に見合う年金引きあ

げを要求する大運動(年金３％引き上げ、最低

８万円の年金保障を要求)に取り組む方針が決

定されました。私たちも、この方針を中心に

積極的な運動を展開したいと思っています。

（ふかのいちろう／全日本年金者組合福岡県

本部）

自治体病院の経営問題

自治体の「病院経営改善」の方法は間違っている

── 頼りにされ、多くの市民に

利用してもらうことが重要 ──

一昨年、財政健全化法が成立し 「自治体病院改、

革ガイドライン」が総務省から出されました。北九

州市職労病院評議会議長（市職労副委員長）の岸川

真琴さんに自治体病院の財政・経営について聞きま

した。

全国の自治体病院で経営形態の見直しが問

進められていますが？

自治体病院は全国で あり、 年前に答 973 2

ＮＨＫが調べたところ、 ヶ所が廃止・休224

止を検討していると言われています。経常損

74.5% 721失を計上している病院は全体の の

病院で、不良債務を生じているのは の15.6%

病院 億円と言われています。104 953

なぜ、自治体病院の経営状況が年々悪化問

してきているのですか？

年度以降、政府の低医療費政策の答 1998

下でたびたび診療報酬の引き下げがありまし

た。そして個人負担の増加による受診抑制と

構造改革による地方交付税の削減が進み、病

院への他会計からの繰入れが減りました。そ

れに加えて医師の新研修制度をはじめとした

。医師不足が経営に重大な影響を与えています

一言でいえば「医療政策の失政」です。

「他会計からの繰入れ」は赤字の補てん問

なのですか？

いいえ違います。多くの公務員も自治体答

病院の赤字は「一般会計から補てんされる」

と勘違いしています。自治体病院は民間病院

では取り組みにくい、僻地医療や高度・特殊

・先駆的・精神・結核・救急・リハビリなど

の不採算といわれる政策医療を担い、国の地

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


- 12 -

方交付税や特別交付税などの対象となってい

ます。政策医療のために他会計から負担して

いるものです。

では、繰入れがあるのになぜ赤字が多い問

のですか？

まず 「三位一体改革」により大幅に交答 、

付税が削減されています。自治体から「他会

計負担金」などで「病院会計」に入ってきま

すが、特にこの数年大幅にカットされていま

す。そして赤字を理由とした経営改善策をど

この自治体も行い、ベットの削減などの方法

で経営改善をしようとしています。しかし、

この方法では収入は減るのですが費用は減ら

、 。ず 病院経営はますます困難になっています

経営改善」策が間違っているのです問 「

か？

病院経営では、人件費や設備費などの費答

用は、患者（収入）が多かろうが少なかろう

が一定です。削減できる費用は薬剤や診療材

料などの費用で、削減の努力をするにしても

幅が少ないのです。だから経営改善を費用の

。削減だけでやるやり方では成功しないのです

どの様な経営改善策が必要ですか？問

市立病院は市民の財産ですから、頼りに答

され、多くの市民に利用してもらって収益を

あげることが絶対条件です。その為の知恵と

努力が必要です。これまで北九州市は、相次

ぐ病棟閉鎖や病院の廃止を行ってきました。

これでは、費用は減らず収益は減り経営改善

にはなりません。この方法はやってはならな

い愚策です。

最後に「北九州市病院事業経営改革プラ問

ン」についてお聞かせください

医師の流出で市立門司病院では非常勤医答

師が増え、若松病院では病棟の閉鎖などがお

こり、それが原因で経営状況の悪化が心配で

す。指定管理者制度の導入など、今回のプラ

ンには一貫したビジョンが無く、その場しの

ぎになっているのが問題です。私達は今後新

たな提言を行い、市民と共に市立病院を守る

たたかいに全力を挙げます。

有難うございました。─

（きしかわまこと／北九州市職労病院評議会、

かけたにはじめ／福岡自治労連）

大詰めを迎える

（傍聴記）福岡生存権裁判

国は、生活保護予算を減らすために 「適正、

化 （しめつけ）と生活保護基準の引き下げを」

行なっています。今後さらに生活保護基準を

引き下げ 「働ける人」は期限付き保護、高齢、

（ ） 、者を生活保護制度から排除 分離 するなど

「 」 。抜本的な 改悪 を実施しようとしています

高齢者には 特別に需要がある として 老「 」 「

齢加算」が認められていましたが、 年度2006

に廃止されました。そのため、毎月の収入の

２割近くが減り、人間らしい暮らしができな
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くなっています。この生活費ひき下げに対し

て 「もとに戻せ」という訴えが全国的に起こ、

されています。福岡県では北九州市在住の利

用者が原告となって「福岡訴訟」がたたかわ

れ、この一月に結審を迎えます。

裁判を傍聴された大牟田・みさき病院の医

療ソーシャルワーカーの緒方さんにききまし

た。

【老齢加算とは】

「老齢者はそしゃく力が弱いため、他の年

齢層に比し消化吸収がよく良質な食品を必要

とするとともに、肉体的条件から暖房費、被

服費、保健衛生費などに特別な配慮を必要と

し、また、近隣、知人、親戚等への訪問や墓

参などの社会的費用が他の年齢層に比し余分

に必要となる （昭和 年中央社会保障審議」 55

会生活保護専門分科会中間的とりまとめ）

大牟田の場合で考えると（ 歳の一人暮ら73

しの場合 、）

生活保護の基準額は、月額： 円です。65,870

年度までは、老齢加算の 円があっ2003 16,830

たので、 円でした。しかし、廃止にな82,700

った 年度には、月額： 円となって2006 65,870

いるのです！これは、収入全体の約２割のカ

、 。ットとなり 高齢者の生活を圧迫しています

【なぜ、政府はこのようなことをするのか】

生活保護基準を下回る低賃金労働者や低年

金生活者がいることを理由に、生活保護を改

悪しようとしています 「最低限度の生活」の。

公的な基準である生活保護基準が切り下げら

れると 「貧困」は隠され、今でも低すぎる最、

低賃金や年金、税金の課税基準などが、歯止

めを失って、もっと引き下げられることにな

りかねません。

１日８時間以上働いても低収入という「ワ

ーキングプア」が増えています。 年労働2006

力調査（総務省）によれば、自営業者を含む

就業者 万人のうち、年収 万円未満6,369 200

の人は 万人で ％に達しています。2,196 35

年と比べると、年収 万円未満の人は2002 200

万人も増えているのです。80

「これではただ食べて、排泄しているだけ

だ」と多くの高齢者が立ち上がり、全国で裁

判を起こしました

全国で８地裁に提訴！ 加えて、母子加算

廃止に対する提訴も起きています。

、 、★これは 生活保護受給者だけの問題でなく

「貧困の広がり」をストップさせるための、

国民的な課題なのです！

（ 月 日）［先日の福岡地裁では］ 10 16

今回の裁判は、３名の証人による発言があり

ました。

長崎先生（大手町診療所 医師）

医学的見地・ご自身の経験から、高齢者の

。 、特徴を述べられました 高齢者の特徴として

・多病性（慢性疾患をはじめ、複数の病気

にかかりやすい）

・中途障害（病気やけがなどによって、Ａ

ＤＬやＩＡＤＬの低下が起こりやすい）

・人生の終わりに近い存在

の大きく３つを示され、だからこそ、

★高齢者の生活の質（ＱＯＬ）の維持・向

上が必要

★そのためには 「老齢加算の復活が必要」、

と力説されました。

（ ）佐藤さん 法人自立サポートセンターNPO

ＮＰＯ法人自立サポートセンターはホームレ

ス支援機構で、そこでの経験を基に証言され

ました。

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP
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★孤立しないためには 「健康で安定した暮ら、

し」が出来る費用が必要

★お金だけでなく、民間・行政等の人的交流

の場が必要

その上で、現在の高齢の生活保護受給者の収

入は極めて低く、不足していると証言されま

した。

吉田さん（八幡生活と健康を守る会会長）

「生活と健康を守る会」とは、生活保護受給

者をはじめ、低所得者の権利を守るための組

織で、吉田会長は、多くの高齢の生活保護受

給者の生活実態を証言されました。

＜老齢加算があった時＞

・高齢者の表情も豊かであった。

・友達付き合いも出来ていた。月 回 人で1 4

山賊鍋に行って、一人 円で野菜や肉1,000

を食べていた。回転すしにも、友達同士で

行っていた。

＜老齢加算が減額・廃止になった時。

現在の状況＞

“ 、 ” 、 。・ ただ 生きているだけ で 疲弊感がある

・風呂の回数を週１回に減らす、風呂の水は

月に１回しか替えない人も出てきた。

・仏さんにあげる花を買うことが出来なくな

った。

・食べるものをギリギリに抑えている。

・服は買えない、下着は 円均一。100

・他の人たちとのつきあいもできない

等、悲惨な状況を証言されました。

被告側（北九州市側の弁護士）の反応

～個人的な印象ですが～

これらの「実情・現状」に目を向けるので

はなく 「もっと生活に苦しい人はいる。だか、

ら、加算の廃止は仕方ないでしょ」というよ

うな質問が多かった。

他の傍聴参加者の感想

○どうしても社会保障の問題は“その当事者

でないと劣悪な状況になっていることを実感

できない”というところがあります。地域へ

の広報および啓蒙活動にも取り組んで、当事

者だけの問題ではないことを伝えていきたい

と思いました。

○社会保障はたたかってこそ守られる、勝ち

取られるということを改めて感じました。

○初めて参加しました。とても大切な内容だ

とおもいました。参加して良かったです。

（福岡民医連・親仁会「社保闘争委員会ニュ

ース」より）

福岡生存権裁判 第１５回公判

年 （水）１４時～２００９ １月２１日

福岡地方裁判所

＊同日１２時半から、福岡市赤坂交差点で宣伝行動を予定

＊公判終了後、県弁護士会館で報告集会（１４時半～１６時）

多数ご参加下さい

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP

